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(54)【発明の名称】 多重ドメイン液晶表示装置

(57)【要約】
【課題】  側面視認性が優れた多重ドメイン液晶表示装
置を具現する。
【解決手段】  薄膜トランジスタ基板上にゲート配線１
１４，１１５、データ配線１３０，１３１，１３２、薄
膜トランジスタ及び画素電極１５０が形成されており、
画素電極１５０は切除パターン１５１，１５２を有して
いる。薄膜トランジスタ基板と対向する色フィルター基
板には色フィルター、ブラックマトリックス及び共通電
極が形成されており、共通電極は切除パターン２５１，
２５２を有している。画素電極の切除パターンと共通電
極の切除パターンは画素領域を多数の上下ドメインと左
右ドメインに分割する。この時、上下ドメインが占有す
る面積が左右ドメインが占有する面積より大きい。この
ようにすると、液晶表示装置の左右側面視認性を向上さ
せることができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】第１絶縁基板と、
前記第１絶縁基板上に形成されている第１配線と、
前記第１絶縁基板上に形成されており、前記第１配線と
絶縁されて交差している第２配線と、
前記第１配線と前記第２配線が交差して定義する画素領
域ごとに形成されている画素電極と、
前記第１配線、前記第２配線、前記画素電極と連結され
ている薄膜トランジスタと、
前記第１絶縁基板と対向する第２絶縁基板と、
前記第２絶縁基板上に形成されている共通電極と、
前記第１絶縁基板及び前記第２絶縁基板のうちのいずれ
か一つの基板上に形成されている第１ドメイン分割手段
と、
前記第１絶縁基板及び前記第２絶縁基板のうちのいずれ
か一つの基板上に形成されている第２ドメイン分割手段
とを含み、
前記第１及び第２ドメイン分割手段は前記画素領域を多
数の左右ドメインと上下ドメインに分割し、前記上下ド
メインが占有する面積が前記左右ドメインが占有する面
積より大きい液晶表示装置。
【請求項２】前記画素領域全体面積中の前記上下ドメイ
ンが占有する面積が６０％乃至９０％を占める請求項１
に記載の液晶表示装置。
【請求項３】前記画素領域全体面積中の前記上下ドメイ
ンが占有する面積が８０％以上を占める請求項２に記載
の液晶表示装置。
【請求項４】前記第１ドメイン分割手段は前記画素電極
が有している切除パターンである請求項１乃至請求項３
のうちのいずれかの１つに記載の液晶表示装置。
【請求項５】前記第２ドメイン分割手段は前記共通電極
が有している切除パターンである請求項４に記載の液晶
表示装置。
【請求項６】前記第２ドメイン分割手段は前記共通電極
上に形成されている突起パターンである請求項４に記載
の液晶表示装置。
【請求項７】隣接した二つの前記第２配線の間の間隔は
一定の長さを周期として反復的に変化し、前記画素電極
の前記第２配線と隣接した辺は前記第２配線と同一なパ
ターンで屈折していて前記画素電極は幅の狭い部分と広
い部分を有する請求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項８】前記第１ドメイン分割手段は前記画素電極
が有している切除パターンであり、前記切除パターンは
幅の狭い部分を前記第２配線の方向に沿って分割する第
１切除部と幅の広い部分を第１配線の方向に沿って分割
する第２切除部とからなる請求項７に記載の液晶表示装
置。
【請求項９】前記第２配線と絶縁されて交差し、前記第
１切除部及び前記第２切除部と各々重なる第１枝線及び
第２枝線を有する維持電極線をさらに含む請求項８に記
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載の液晶表示装置。
【請求項１０】前記上下ドメインは液晶方向子が傾く方
向によって区分される第１上下ドメイン及び第２上下ド
メインを含み、前記第１上下ドメインが占有する面積が
前記第２上下ドメインが占有する面積より大きい請求項
１に記載の液晶表示装置。
【請求項１１】前記第１絶縁基板と前記第２絶縁基板と
の間に注入されている液晶物質をさらに含み、前記液晶
物質内に含まれている液晶分子は前記共通電極と前記画
素電極との間に電界が印加されない状態で前記第１及び
第２基板に対して液晶の方向子が垂直に配向されている
請求項１に記載の液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は液晶表示装置に係
り、特に広視野角を得るために画素領域を多数の小ドメ
インに分割する垂直配向液晶表示装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】液晶表示装置は、一般に、共通電極とカ
ラーフィルター（color filter）などが形成されている
上部基板と、薄膜トランジスタと画素電極などが形成さ
れている下部基板との間に液晶物質を注入し、画素電極
と共通電極に互いに異なる電位を印加することによって
電界を形成して液晶分子の配列を変更させ、これによっ
て光の透過率を調節することによって画像を表現する装
置である。
【０００３】このような液晶表示装置は視野角が狭いこ
とが重要な短所である。このような短所を克服するため
に視野角を広くするための様々な方案が開発されてお
り、その中でも液晶分子を上下基板に対して垂直に配向
し、画素電極及びその対向電極である共通電極に一定の
切除パターンを形成したり突起を形成する方法が有力視
されている。
【０００４】切除パターンを形成する方法としては、画
素電極及び共通電極に各々切除パターンを形成し、これ
ら切除パターンによって形成されるフリンジフィールド
（fringe field）を利用して液晶分子が横になる方向を
調節することによって視野角を広くする方法がある。
【０００５】突起を形成する方法は、上下基板上に形成
されている画素電極及び共通電極上に各々突起を形成す
ることにより、突起によって歪曲される電気場を利用し
て液晶分子の横になる方向を調節する方式である。
【０００６】他の方法としては、下部基板上に形成され
ている画素電極には切除パターンを形成し上部基板に形
成されている共通電極上には突起を形成することによ
り、切除パターン及び突起によって形成されるフリンジ
フィールドを利用して液晶の横になる方向を調節するこ
とでドメインを形成する方式がある。
【０００７】このような多重ドメイン液晶表示装置は
１：１０のコントラスト比を基準とするコントラスト比
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基準視野角や階調間の輝度反転の限界角度で定義される
階調反転基準視野角は全方向８０゜以上で非常に優れて
いる。しかし、正面のガンマ（gamma）曲線と側面のガ
ンマ曲線が一致しない側面ガンマ曲線歪曲現象が発生し
てＴＮ（twisted nematic）モード液晶表示装置に比べ
ても左右側面で劣等な視認性を示す。例えば、ドメイン
分割手段として切除部を形成するＰＶＡ（patterned ve
rtically aligned）モードの場合には側面に行くほど全
体的に画面が明るく表示され色は白色側に移動する傾向
があり、酷い場合には明るい階調間の間隔差異がなくな
って絵が崩れているように示される場合も発生する。し
かし、最近になってモニター装置がマルチメディア用と
して使用されるようになって、絵を見たり動映像を見る
ことが増加することにより、視認性が益々重要視されて
いる。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】本発明が目的とする技
術的課題は、側面視認性が優れた多重ドメイン液晶表示
装置を具現することにある。
【０００９】
【課題を解決するための手段】このような課題を解決す
るために本発明では、上下の幅が狭くて液晶分子が上下
に傾きやすい上下ドメインの占有面積を、左右の幅が狭
くて液晶分子が左右に傾きやすい左右ドメインの占有面
積より大きくする。
【００１０】具体的には、第１絶縁基板と、前記第１絶
縁基板上に形成されている第１配線と、前記第１絶縁基
板上に形成されており前記第１配線と絶縁されて交差し
ている第２配線と、前記第１配線と前記第２配線が交差
して定義する画素領域毎に形成されている画素電極と、
前記第１配線、前記第２配線及び前記画素電極と連結さ
れている薄膜トランジスタとを備える下部基板組立体、
前記第１絶縁基板と対向する第２絶縁基板と、前記第２
絶縁基板上に形成されている共通電極とを備える上部基
板組立体、前記第１絶縁基板及び前記第２絶縁基板のう
ちのいずれか一つの基板上に形成されている第１ドメイ
ン分割手段、前記第１絶縁基板及び前記第２絶縁基板の
うちのいずれか一つの基板上に形成されている第２ドメ
イン分割手段を含み、前記第１及び第２ドメイン分割手
段は前記画素領域を多数の左右ドメインと上下ドメイン
に分割し、前記上下ドメインの占有する面積が前記左右
ドメインが占有する面積より大きい液晶表示装置を提供
する。
【００１１】この時、前記画素領域全体面積の中の前記
上下ドメインが占有する面積が６０％乃至９０％であっ
たり、前記画素領域全体面積の中の前記上下ドメインが
占有する面積が８０％以上であることができる。また、
前記第１ドメイン分割手段は前記画素電極が有している
切除パターンであることができ、前記第２ドメイン分割
手段は前記共通電極が有している切除パターンであるか
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前記共通電極上に形成されている突起パターンであるこ
とができる。
【００１２】また、隣接した二つの前記第２配線間の間
隔は一定の長さを周期として反復的に変化し、前記画素
電極の前記第２配線と隣接した辺は前記第２配線と同一
なパターンで屈曲していて前記画素電極が幅の狭い部分
と広い部分を有することができ、前記第１ドメイン分割
手段は前記画素電極が有している切除パターンであり、
前記切除パターンは幅の狭い部分を前記第２配線の方向
に沿って分割する第１切除部と幅の広い部分を第１配線
の方向に沿って分割する第２切除部とからなるのが好ま
しい。また、前記第２配線と絶縁されて交差し、前記第
１切除部及び前記第２切除部と各々重なる第１枝線及び
第２枝線を有する維持電極線をさらに含むのが好まし
い。
【００１３】一方、前記上下ドメインは液晶方向子が傾
く方向によって区分される第１上下ドメイン及び第２上
下ドメインを含み、前記第１上下ドメインが占有する面
積が前記第２上下ドメインが占有する面積より大きく形
成することができる。
【００１４】
【発明の実施の形態】以下、図面を参照して本発明の実
施例による多重ドメイン液晶表示装置について説明す
る。
【００１５】図１は本発明の第１実施例による液晶表示
装置用薄膜トランジスタ基板の配置図であり、図２は本
発明の第１実施例による液晶表示装置の共通電極に形成
されている切除部の配置図であり、図３は本発明の第１
実施例による液晶表示装置を正面から見る時の画素電極
及び共通電極の切除部の配置図であり、図４は図３のIV
－IV´線に対する断面図である。
【００１６】まず、図１及び図４を参照して本発明の第
１実施例による液晶表示装置用薄膜トランジスタ基板の
構造について説明する。
【００１７】第1絶縁基板１００上にゲート配線１１
４、１１５が形成されている。ゲート配線１１４、１１
５には、横方向にのびているゲート線１１４、ゲート線
１１４の端に連結されていて外部からのゲート信号の印
加を受けてゲート線１１４に伝達するゲートパッド（図
示せず）の下地部分及びゲート線１１４から枝分かれし
ている薄膜トランジスタ用ゲート電極１１５が含まれて
いる。
【００１８】この時、ゲート配線１１４、１１５を単一
層でも形成できるが、二重層または三重層でも形成でき
る。単一層で形成する場合にはアルミニウム（Ａｌ）ま
たはアルミニウム（Ａｌ）－ネオジム（Ｎｄ）合金で形
成することができ、二重層で形成する場合にはクロム
（Ｃｒ）、モリブデン（Ｍｏ）またはモリブデン合金膜
などの物理化学的特性が優れた物質からなる下部層を形
成し、アルミニウム（Ａｌ）またはアルミニウム合金な
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どの比抵抗の低い物質からなる上部層を形成することが
できる。
【００１９】ゲート配線１１４、１１５上には窒化ケイ
素（ＳｉＮ

X
）などからなるゲート絶縁膜１２０が形成

されている。
【００２０】ゲート絶縁膜１２０上には水素化非晶質ケ
イ素などの半導体からなる半導体層１６０が形成されて
いる。半導体層１６０はゲート電極１１５と重なってい
る。
【００２１】半導体層１６０上にはｎ形不純物で高濃度
にドーピングされているｎ+水素化非晶質ケイ素などの
物質からなる接触層１７１、１７２が形成されている。
接触層１７１、１７２はゲート電極１１５を中心にして
両側に分離されている。
【００２２】接触層１７１、１７２の上部層としてデー
タ配線１３０、１３１、１３２が形成されている。デー
タ配線１３０、１３１、１３２には、横方向に形成され
ており一側の接触層１７１上に延びている薄膜トランジ
スタのソース電極１３１、ソース電極１３１と連結され
ており縦方向にのびているデータ線１３０、データ線１
３０の一端に連結されており外部からの画像信号の印加
を受けるデータパッド（図示せず）の下地部分、データ
線１３０から分離されて接触層１７２上に形成されてい
るドレーン電極１３２を含む。
【００２３】この時、データ配線１３０、１３１、１３
２をゲート配線１１４、１１５と同様に単一層でも形成
できるが、二重層または三重層でも形成できる。単一層
で形成する場合にはアルミニウム（Ａｌ）またはアルミ
ニウム（Ａｌ）－ネオジム（Ｎｄ）合金で形成すること
ができ、二重層で形成する場合にはクロム（Ｃｒ）、モ
リブデン（Ｍｏ）またはモリブデン合金膜などの物理化
学的特性が優れた物質からなる下部層を形成し、アルミ
ニウム（Ａｌ）またはアルミニウム合金などの比抵抗の
低い物質を用いて上部層を形成できる。
【００２４】データ配線１３０、１３１、１３２上には
保護膜１４０が形成されている。保護膜１４０は少なく
ともソース電極１３１とドレーン電極１３２の間のチャ
ンネル部を覆って保護する役割を果たし、本実施例にお
いてはチャンネル部を覆うだけでなく、ドレーン電極１
３２露出用接触孔１４１及びデータパッド露出用接触孔
を除く大部分のデータ配線１３０、１３１、１３２を覆
っている。
【００２５】保護膜１４０上にはＩＴＯ（indium tin o
xide）またはＩＺＯ（indium zincoxide）などの透明導
電物質からなる画素電極１５０が形成されている。薄膜
トランジスタのドレーン電極１３２は、接触孔１４１を
介して画素電極１５０と接続されている。また、ゲート
パッドと維持電極パッド及びデータパッド上には画素電
極１５０と同じ物質からなる補助パッド（図示せず）が
形成されている。反射型液晶表示装置では画素電極１５
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０がアルミニウムなど光をよく反射させる金属物質で形
成される。
【００２６】ここで、画素電極１５０は切除パターン１
５１、１５２を有している。切除パターン１５１、１５
２は縦切除部１５１と横切除部１５２からなる。この
時、画素電極１５０の全体面積中の面積配分は、縦切除
部１５１によって左右に分割される面積に比べて横切除
部１５２によって上下に分割される面積が広い。ここ
で、画素電極１５０の全体面積中で、上下に分割される
面積が占める比率は６０％乃至９０％の間になるのが好
ましい。図１では縦切除部１５１及び横切除部１５２の
個数が各々一つ及び３つと図示されているが、これら切
除部１５１、１５２の個数は必要によって変更できる。
しかし、これら切除部１５１、１５２によって左右に分
割される面積と上下に分割される面積の比は切除部１５
１、１５２の個数に拘らず４：６乃至１：９程度になる
のが好ましい。
【００２７】次に、図２及び図４を参照して本発明の第
１実施例による液晶表示装置用色フィルター基板につい
て説明する。
【００２８】透明な第２絶縁基板２００上にクロム単一
層またはクロムと酸化クロムの二重層或いは黒色顔料が
添加された有機物質からなるブラックマトリックス２１
０が形成されており、ブラックマトリックス２１０上に
は赤、緑、青色の色フィルター２２０が形成されてい
る。赤、緑、青色の色フィルター２２０は、周辺に形成
されたブラックマトリックス２１０によって区画された
各画素領域毎に一つずつ形成されている。色フィルター
２２０上には透明な導電物質からなる共通電極２４０が
形成されており、共通電極２４０上には誘電物質からな
る突起パターン２５１、２５２が形成されている。突起
パターン２５１、２５２は縦方向突起２５１及び横方向
突起２５２からなっており、突起パターン２５１、２５
２をなす誘電物質は色フィルター基板と薄膜トランジス
タ基板の間に注入される液晶物質３００とは異なる誘電
率を有する。ここで、突起パターン２５１、２５２は共
通電極２４０が一部除去されて形成された切除パターン
で代替できる。この場合には色フィルター２２０と共通
電極２４０の間にオーバーコート膜を形成して切除パタ
ーンを通じて色フィルター２２０が露出されることを防
止するのが好ましい。
【００２９】最後に、図３及び図４を参照して本発明の
第１実施例による液晶表示装置について説明する。
【００３０】第１実施例による液晶表示装置は図１の薄
膜トランジスタ基板と図２の色フィルター基板を位置合
わせして結合し、これらの間に液晶物質３００を注入し
て形成される。液晶物質３００に含まれている液晶分子
は画素電極１５０と共通電極２４０の間に電界が印加さ
れない状態でその方向子（普通は長軸方向の分極軸）が
薄膜トランジスタ基板１００と色フィルター基板２００
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7
に対して垂直をなすように配向されている。薄膜トラン
ジスタ基板と色フィルター基板は画素電極１５０が色フ
ィルター２２０と対応して正確に重なるように位置合わ
せされる。このようにされると、図３に総合して示すよ
うに、画素領域は切除パターン１５１、１５２と突起パ
ターン２５１、２５２によって多数の小ドメインＡ、Ｂ
に分割される。小ドメインＡ、Ｂは左右ドメインＡと上
下ドメインＢに分類され、画素電極１５０と共通電極２
４０の間に電界が印加される時、左右ドメインＡ内では
液晶分子の方向子が左右方向に傾き、上下ドメインＢ内
では液晶分子の方向子が上下方向に傾く。図３では液晶
分子の方向子が傾く方向を矢印で示した。
【００３１】この時、上下ドメインＢが占める面積は左
右ドメインＡが占める面積に比べて６：４乃至９：１程
度に広い。
【００３２】このように左右ドメインＡに比べて上下ド
メインＢを広く形成することで視認性を基準にする視野
角を向上させることができる。
【００３３】以下、図５乃至図１１を参照して本発明が
視認性基準の視野角を向上させることができる理由を説
明する。
【００３４】まず、多重ドメイン液晶表示装置において
視認性を基準にする視野角が広くない原因を図５及び図
６を参照して説明する。
【００３５】図５はテスト用セルの正面と側面６０゜で
の入力階調と出力輝度の関係を示すガンマ（gamma）曲
線グラフである。
【００３６】図５を見ると、正面から液晶表示装置を見
る時のガンマ曲線に比べて側面（６０゜）から見る時の
ガンマ曲線がより高い位置に位置していることが分か
る。特に低い階調では正面ガンマ曲線と側面ガンマ曲線
の間の幅が非常に大きいため同一の階調を正面から見る
か側面から見るかによって２倍乃至１０倍またはそれ以
上の輝度差異が発生する。ところで、赤、緑、青画素の
階調が互いに独立的に変動するので側面からのガンマ曲
線の歪曲程度も赤、緑、青画素により互いに異なる。従
って、側面から見る時は正面から見る時とは全く異なる
色を感じるようになる。例えば、図５に示したように、
赤、緑、青画素が各々５６階調、４８階調、２４階調を
示しているとする時、これを正面から見ると、赤、緑、
青の比率はＲ：Ｇ：Ｂ＝７３：５０：１０＝５５％：３
７％：８％であるのに対し、側面６０゜から見ると、
赤、緑、青の比率がＲ：Ｇ：Ｂ＝７５：６６：４１＝４
１％：３６％：２３％になって、正面に比べて青色の比
率が３倍以上高くなって正面からとは全く異なる色が見
えるようになる。
【００３７】図５のような形態でガンマ曲線が歪曲され
ると、正面で比率が低い色は側面で比率が高くなり、反
対に正面で比率が高い色は側面では比率が低くなるの
で、赤、緑、青色の比率が類似するようになる傾向を現
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す。結果的に正面から見ると互いに異なる色が側面では
色感の差異が減少して類似した色に見えるようになり、
全般的に色が薄くなりながら白色に近くなる傾向（whit
e-shift）を現す。このような現象により色再現性が低
下するようになり、絵が霞んでいるように見える。ホワ
イトシフト（white-shift）の最も大きい原因は低い階
調でガンマ曲線の歪曲が大きいということである。高い
階調ではガンマ歪曲が発生しても割合では大きい変化で
はないが、低い階調（３２階調以下）ではガンマ歪曲に
よって輝度が２倍から１０倍以上差が出るようになる。
このような大きい変化はホワイトシフト現象が顕著に現
れる原因になる。
【００３８】図６は単一ドメインの垂直配向液晶セルを
８方向の側面から見る時のＶＴ曲線を示すもので、横軸
が入力電圧、縦軸が透光率である。
【００３９】図６を見ると、低い階調でＶＴ曲線が左側
や右側に移動する現象が上側や下側で顕著に現れ、左側
と右側では低い階調で正面と殆ど同じ曲線を描きながら
上昇しており、左下側及び右下側では初期に階調反転が
発生して再びＶＴが右側に移動して上昇曲線を描くこと
が分かる。結局、低い階調でガンマ曲線が上側に歪曲さ
れる現象は液晶セルを観測する方向と電界印加によって
液晶分子が横になる方向とが同一な場合には激しく現
れ、液晶セルを観測する方向と電界印加によって液晶分
子が横になる方向とが垂直をなす場合には少なく現れ
る。従って、左右側面での視認性を基準にする視野角を
向上させるためには液晶の方向子が上下方向に横になる
上下ドメインを最大限増やさなければならず、反対に上
下側面での視認性を基準にする視野角を向上させるため
には液晶の方向子が左右方向に横になる左右ドメインを
最大限増やさなければならない。
【００４０】図７は一つの画素に含まれる各ドメイン内
の主液晶方向子の配置を示す概念図である。
【００４１】左右側面での視認性を基準にする視野角を
向上させるためには１番及び３番ドメインの占有面積を
縮少し２番及び４番ドメインの占有面積を拡大しなけれ
ばならず、反対に、上下側面での視認性を基準にする視
野角を向上させるためには１番及び３番ドメインの占有
面積を拡大し２番及び４番ドメインの占有面積を縮少し
なければならない。つまり、左右側面での視野角の向上
と上下側面での視野角の向上は互いに相反関係にある。
ところで、液晶表示装置を使用する観点から見る時、左
右側面での視野角が上下側面での視野角に比べて重要で
ある。従って、本発明では２番及び４番ドメインの面積
を増加させ１番及び３番ドメインの面積を減少させる。
【００４２】図８Ａ及び図８Ｂは、左右方向から画素を
見る時の視角と上下ドメイン及び左右ドメインの占有比
率をパラメータとして、ＶＴ及びガンマ（gamma）曲線
の変化を示すグラフである。ＶＴ曲線とガンマ曲線は理
論的に相互変換できるはずであるが、微妙な特長変化を
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9
見易くするため、両者を示している。
【００４３】図８Ａ及び図８Ｂによると、画素領域内で
の上下ドメインＢの占有面積が大きいほど左右側面での
ガンマ曲線の歪曲が少ない。つまり、画素領域内の全て
のドメインを上下ドメインＢに形成する時のみ左右側面
での視認性を最大にすることができる。しかし、上下ド
メインＢを１００％として左右ドメインＡを全く形成し
ないと上下方向視認性が非常に悪くなる。従って、上下
ドメインＢの比率を６０％乃至９０％程度とするのが好
ましい。
【００４４】図９Ａ及び図９Ｂは正面対比側面ガンマ曲
線の歪曲比率（両曲線の縦軸数値の比）を上下ドメイン
の占有率をパラメータとして示したグラフである。
【００４５】図９Ａは側面から４０゜角度で見た場合で
あり、図９Ｂは側面から６０゜角度で見た場合である。
二つの場合全て、比較のために、１７インチＴＮモード
液晶表示装置のガンマ曲線歪曲比率を共に図示した。Ｔ
Ｎモードの場合、単一ドメインであるため左右方向では
ガンマ歪曲が非常に少なく、上下方向ではガンマ歪曲が
非常に大きい。従って、左右方向のみを考慮する場合に
はＴＮモード液晶表示装置の視認性が優れる。
【００４６】図９Ａ及び図９Ｂを見ると、上下ドメイン
Ｂの占有率が８０％以上になるとＴＮモードに比べて優
れた側面視認性を得ることができることが分かる。ここ
で、ＴＮモード液晶表示装置は実際パネルであり、ＶＡ
モードはテストセルであるので、テストセルに比べて実
際パネルがより優れた特性を有する傾向に照らして見る
時、実際パネルではガンマ曲線の歪曲がさらに減少する
可能性が高い。
【００４７】図１０は上下ドメインＢの占有率が５０％
である場合と８０％である場合の対角方向（φ＝４５
°）でのＶＴ曲線とガンマ曲線を示すグラフであり、図
１１は上下ドメインＢの占有率を高めて、斜め方向から
見た時の視認性が良くなる領域と悪くなる領域を示すグ
ラフである。
【００４８】図１０を見ると、対角方向（φ＝４５°）
では上下ドメインＢの占有率が５０％である場合と８０
％である場合のＶＴ曲線とガンマ曲線に特別な差異が無
いことが分かる。つまり、対角方向ではＶＴ曲線及びガ
ンマ曲線が上下ドメインＢの占有率の影響を受けない。
言い換えると、対角方向では上下ドメインＢの占有率を
高めても視認性が向上しないのである。これは前述のよ
うに、上下方向の視認性と左右方向の視認性が相反関係
にあり、対角方向はその境界であるためである。つま
り、上下ドメインＢの占有率を増加させた場合に、図１
１に示したように、－４５°＜φ＜４５°では視認性が
良くなるが、４５°＜φ＜１３５°では視認性が悪くな
る。
【００４９】以下、本発明の第２実施例による液晶表示
装置について説明する。
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【００５０】図１２は本発明の第２実施例による液晶表
示装置用薄膜トランジスタ基板の配置図であり、図１３
は本発明の第２実施例による液晶表示装置の共通電極に
形成されている切除部の配置図であり、図１４は本発明
の第２実施例による液晶表示装置を正面から見る時の画
素電極及び共通電極の切除部の配置図であり、図１５は
図１４のXV－XV´線による断面図である。
【００５１】まず、図１２及び図１５を参照して薄膜ト
ランジスタ基板について説明する。
【００５２】第１絶縁基板１００上に横方向にゲート線
１１４が形成されており、ゲート線１１４と同一な方向
に保持容量線１１０が形成されており、ゲート線１１４
には突起の形態にゲート電極１１５が形成されている。
この時、保持容量線１１０は一直線状に形成されていな
い。つまり、幅の広い棒らが横方向にのびている仮想の
直線を中心にして交互に上下に少しずつ外れるように配
列されており、これら棒の間を幅の狭い連結部が連結す
る形態で形成されている。保持容量線１１０には縦方向
にのびている第１及び第２枝電極１１１、１１２が連結
されており、第２枝電極１１２には横方向にのびている
第３枝電極１１３が連結されている。
【００５３】ゲート線１１４及び保持容量配線１１０、
１１１、１１２、１１３上にはゲート絶縁膜１２０が形
成されている。
【００５４】ゲート絶縁膜１２０上には水素化非晶質ケ
イ素などの半導体からなる半導体層１６０が形成されて
いる。半導体層１６０はゲート電極１１５と重なってい
る。
【００５５】半導体層１６０上にはｎ形不純物が高濃度
にドーピングされているｎ+水素化非晶質ケイ素などの
物質で作られた接触層（図示せず）が形成されている。
接触層はゲート電極１１５を中心にして両側に分離され
ている。
【００５６】接触層上にはデータ配線１３０、１３１、
１３２が形成されている。データ線１３０はゲート絶縁
膜１２０上に縦方向に形成されている。しかし、データ
線１３０は一直線に形成されていない。つまり、複数の
棒が縦方向にのびている仮想の直線を中心にして交互に
左右に少しずつ外れるように配列されており、これら互
いに外れている棒の間を連結部が連結する形態をなして
いる。棒の間の外れている距離は上下ドメインと左右ド
メインの占有率を考慮して調整する。この時、隣接する
二つのデータ線１３０は左右に外れる順序が互いに反対
になっていて二つのデータ線１３０によってその間に形
成される領域は狭い部分と広い部分が交互に現れるよう
になっている。これは左右方向及び上下方向の両方で同
一である。データ線１３０は保持容量線１１０及びゲー
ト線１１４と交差し、データ線１３０と保持容量線１１
０は両者の連結部で互いに交差する。
【００５７】データ線１３０上には保護膜１４０が形成
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されている。
【００５８】保護膜１４０上には隣接する二筋のゲート
線１１４とデータ線１３０が交差して形成する一つの画
素領域に一つずつＩＴＯ（indium tin oxide）またはＩ
ＺＯ（indium zinc oside）からなる画素電極１５０が
形成されている。画素電極１５０は接触孔１４１を通じ
てドレーン電極１３２と連結されている。また、画素電
極１５０は画素領域の模様と同一に広い部分と狭い部分
を有しており、狭い部分には縦方向に長く第１切除部１
５１が形成されており、広い部分には横方向に長く２つ
の第２切除部１５２が形成されている。この時、画素電
極１５０の狭い部分は第１切除部１５１によって左右に
両分され、広い部分は第２切除部１５２によって上下に
３分される。３分された広い部分の中の中間にある部分
は残りの二つの部分に比べて２倍以上の広い幅を有す
る。この時、第１切除部１５１は保持容量線１１０の第
１枝電極１１１と重なっており、第２切除部１５２は第
３枝電極１１３と重なっている。
【００５９】次に、図１３及び図１５を参照して薄膜ト
ランジスタ基板と対向する上部基板について説明する。
なお、用語“下”は薄膜トランジスタ基板に近い方向を
示す。
【００６０】第２絶縁基板２００の下にブラックマトリ
ックス２１０が形成されており、ブラックマトリックス
２１０の下に赤、緑または青の色フィルター２２０が形
成されている。色フィルター２２０の下にはオーバーコ
ート膜２３０が形成されており、オーバーコート膜２３
０の下にはＩＴＯまたはＩＺＯなどの透明導電物質から
なる共通電極２４０が形成されている。ここで、共通電
極２４０には図１３に示したようなパターンの切除部が
形成されている。つまり、縦方向に長くのびている第３
切除部２４１と横方向に長くのびている第４及び第５切
除部２４２、２４３が形成されている。これら切除部２
４１、２４２、２４３の配置は第３切除部２４１の左右
側に第４及び第５切除部２４２、２４３が位置してお
り、第５切除部２４３は二つの第４切除部２４２の間に
配置されている。また、第３切除部２４１の第４及び第
５切除部２４２、２４３と隣接する境界線は第４及び第
５切除部２４２、２４３の端部と分離されるように屈曲
をなしている。
【００６１】次に、図１４及び図１５を参照して、薄膜
トランジスタ基板１００と上部基板２００を結合した状
態での各種配線と画素電極及び切除部の配置を説明す
る。
【００６２】本発明の第２実施例による液晶表示装置は
薄膜トランジスタ基板１００と上部基板２００を一定の
間隔をおいて配置し、これらの間に液晶物質を注入して
から密封することで形成する。この時、液晶物質に含ま
れている液晶分子は、画素電極１５０と共通電極２４０
の間に電界が印加されない状態では、その方向子が薄膜
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トランジスタ基板１００と色フィルター基板２００に対
して垂直をなすように配向されている。
【００６３】第３切除部２４１は画素電極１５０の狭い
部分の左右辺と重なっており、第４切除部２４２は画素
電極１５０の広い部分の上下境界部と重なっている。第
５切除部２４３は画素電極１５０の広い部分を上下に２
等分する位置に配置されている。従って、画素電極１５
０の狭い部分は第１切除部１５１と第３切除部２４１に
よって２個の小ドメインに分割され、広い部分は第２切
除部１５２と第４及び第５切除部２４２、２４３によっ
て四つの細長い小ドメインに分割される。この時、小ド
メインの幅は２０±５μｍになるのが好ましく、上下ド
メインＢと左右ドメインＡの占有率を考慮して小ドメイ
ンの幅を決める。小ドメインの幅があまり狭いと開口率
が低下し、またあまり広いとフリンジフィールドが弱く
形成されて液晶分子の傾く方向の規制が難しくなるため
である。また、上下ドメインＢの占有率は左右ドメイン
Ａの占有率に比べて大きい。この時、上下ドメインＢが
全体画素領域で占める占有率は６０％乃至９０％程度に
なるのが好ましい。
【００６４】以上のような模様で画素電極１５０及びド
メイン分割のための切除パターン１５１、１５２、２４
１、２４２、２４３を形成すると開口率を非常に向上さ
せることができる。本発明の実施例による液晶表示装置
は４８％の開口率を有する。これは上下及び左右ドメイ
ンの幅を適切に調節することができるように画素電極そ
れ自体の模様を変形させることで可能なものである。ま
た、共通電極に形成する切除部２４１、２４２、２４３
を本来ブラックマトリックス２１０によって覆われる画
素領域周辺部に殆ど配置して開口率の減少を最少化す
る。つまり、第３切除部２４１は画素電極１５０の狭い
部分の左右辺と重なるように配置し、第４切除部２４２
は画素電極１５０の広い部分の上下境界部分と重なって
おり、これら部分は本来画素の間の境界部分で光が漏れ
ることを防止するためにブラックマトリックス２１０で
覆っておいた部分であるか保持容量形成のための保持容
量線１１０が配置される部分である。従って、これら部
分に形成されている第３及び第４切除部２４１、２４２
は別途の開口率低下を招かない。
【００６５】また、左右ドメインＡに比べて上下ドメイ
ンＢを広く形成することによって視認性を向上させるこ
とができる。
【００６６】また、本発明の第２実施例による液晶表示
装置では全ての小ドメインが長方形の形態を有するよう
になるので応答速度の面及び小ドメイン角部でのテクス
チャー発生最少化の面で有利である。
【００６７】以下、本発明の第３実施例による液晶表示
装置について説明する。
【００６８】第３実施例による液晶表示装置は第１実施
例による液晶表示装置で切除パターン１５１、１５２と
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突起パターン２５１、２５２の配置のみを異にしたもの
である。従って、以下ではその他の構造については説明
を省略し、切除パターン１５１、１５２と突起パターン
２５１、２５２の配置についてのみ説明する。
【００６９】画素領域は切除パターン１５１、１５２及
び突起パターン２５１、２５２によって多数の小ドメイ
ンＡ、Ｂ１、Ｂ２に分割される。小ドメインＡ、Ｂ１、
Ｂ２は左右ドメインＡと上下ドメインＢ１、Ｂ２に分類
され、画素電極１５０と共通電極２４０の間に電界が印
加される時、左右ドメインＡ内では液晶分子の方向子が
左右方向に傾き、上下ドメインＢ１、Ｂ２内では液晶分
子の方向子が上下方向に傾く。上下ドメインＢ１、Ｂ２
は再び第１上下ドメインＢ１と第２上下ドメインＢ２に
分類され、第１上下ドメインＢ１は第２上下ドメインＢ
２に比べてドメインの幅が狭い。ここで、電界印加時に
第１上下ドメインＢ１の液晶が傾く方向は第２上下ドメ
インＢ２の液晶が傾く方向と互いに反対である。図１６
では液晶分子の方向子が傾く方向を矢印で示した。
【００７０】本発明の第３実施例ではドメインの幅を異
にして第１上下ドメインＢ

1
と第２上下ドメインＢ

2
の占

有率を互いに異なるように調整しているが、これとは異
なってドメインの数を異にして第１上下ドメインＢ

1
と

第２上下ドメインＢ
2
の占有率を互いに異なるように調

整することもできる。
【００７１】以上のように、第１上下ドメインＢ

1
と第

２上下ドメインＢ
2
の占有率を互いに異なるように調整

することによって左右側視認性を向上させることに追加
して上下側のうちのいずれか一方の視認性を一定水準に
確保することができる。液晶表示装置の使用において下
側よりは上側視認性がさらに重要であるので上側視認性
が向上する方向に第１上下ドメインＢ

1
と第２上下ドメ

インＢ
2
の占有率を調整するのが好ましい。

【００７２】以上の第１乃至第３実施例ではドメイン分
割手段として切除部のみを形成したり切除部と突起を共
に形成する場合を例として挙げて説明しているが、突起
のみをドメイン分割手段として形成する場合にも本発明
は適用できる。つまり、一つの画素領域を多数の小ドメ
インに分割して広視野角を確保する液晶表示装置であれ
ばどんなものであっても本発明を適用できる。
【００７３】前記では本発明の好ましい実施例を参照し
て説明したが、該当技術分野の熟練した当業者は下記の
特許請求の範囲に記載された本発明の思想及び領域から
離れない範囲内で本発明を多様に修正及び変更できるこ
とを理解することができる。
【００７４】
【発明の効果】以上のように、多重ドメイン液晶表示装
置において、上下ドメインと左右ドメインの占有率を互
いに異なって設定することによって目的する方向の側面
視認性を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】

14
【図１】  本発明の第１実施例による液晶表示装置用薄
膜トランジスタ基板の配置図である。
【図２】  本発明の第１実施例による液晶表示装置の共
通電極に形成されている切除部の配置図である。
【図３】  本発明の第１実施例による液晶表示装置を正
面から見る時の画素電極及び共通電極の切除部の配置図
である。
【図４】  図３のIV－IV´線による断面図である。
【図５】  テスト用セルの正面と側面６０゜でのガンマ
（gamma：gamma）曲線を示すグラフである。
【図６】  単一ドメインの垂直配向液晶セルを８方向の
側面から見る時のＶＴ曲線を示すグラフである。
【図７】  一つの画素に含まれる各ドメイン内の主液晶
方向子の配置を示す概念図である。
【図８Ａ】  左右方向から画素を見る時の上下ドメイン
と左右ドメインの占有比率による側面ＶＴ及びガンマ
（gamma）曲線を示すグラフである。
【図８Ｂ】  左右方向から画素を見る時の上下ドメイン
と左右ドメインの占有比率による側面ＶＴ及びガンマ
（gamma）曲線を示すグラフである。
【図９Ａ】  正面対比側面ガンマ曲線の歪曲比率を上下
ドメインの占有率によって示したグラフである。
【図９Ｂ】  正面対比側面ガンマ曲線の歪曲比率を上下
ドメインの占有率によって示したグラフである。
【図１０】  上下方向ドメインの占有率が５０％である
場合と８０％である場合の対角方向（φ＝４５°）での
ＶＴ曲線及びガンマ曲線を示すグラフである。
【図１１】  上下方向ドメインの占有率を高めた時の視
認性が良くなる領域及び悪くなる領域を示すグラフであ
る。
【図１２】  本発明の第２実施例による液晶表示装置用
薄膜トランジスタ基板の配置図である。
【図１３】  本発明の第２実施例による液晶表示装置の
共通電極に形成されている切除部の配置図である。
【図１４】  本発明の第２実施例による液晶表示装置を
正面から見る時の画素電極及び共通電極の切除部の配置
図である。
【図１５】  図１４のXV－XV´線による断面図である。
【図１６】  本発明の第３実施例による液晶表示装置を
正面から見る時の画素電極及び共通電極の切除部の配置
図である。
【符号の説明】
１００  第１絶縁基板
２００  第２絶縁基板
１１４  ゲート線
１１５  ゲート電極
１２０  ゲート絶縁膜
１３０  データ線
１３１  ソース
１３２  ドレーン電極
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１４０  保護膜
１４１  接触口
１５０  画素電極
１５１  画素電極の縦切除部
１５２  画素電極の横切除部
１６０  半導体層
１７１、１７２  接触層 *
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*２１０  ブラックマトリックス
２２０  色フィルター
２４０  共通電極
２４１、２４２、２４３  共通電極の切除部
２５１  縦方向突起
２５２  横方向突起
３００  液晶物質

【図１】 【図２】

【図４】

【図５】

【図７】
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【図３】 【図６】
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【図１１】
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【図８Ｂ】

【図９Ａ】 【図９Ｂ】

【図１０】
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【図１２】 【図１３】
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